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Information ほんじょうインフォメーション

笑顔の写真を募集します

競進社模範蚕室及び周辺史跡等
解説ボランティア養成講座人権擁護委員を紹介します

みんなで作る笑顔の広報紙

　火災が発生しやすい季節を前に、市と市消防団本庄
方面隊では、次のとおり特別点検を実施します。
　この特別点検は、消防団員の規律と消火活動の技術
向上のために行われるものです。ぜひご覧ください。
●日時　11月19日㈰　午前８時～
●会場　若泉運動公園第１グラウンド
※雨天の場合、本庄西小学校体育館で実施。

お知らせ

▶消防団員の規律と技術を

★危機管理課☎�１１８４

本庄方面隊
消防特別点検を実施

文芸講演会
●日時　11月18日㈯　午後２時～３時30分
　　　開場　午後１時30分
●会場　図書館本館　２階会議室
●講師　柴崎 起三雄 氏
　　　本庄市在住、元公立中学校教諭。現在、本庄
　　　市文化財保護審議委員。著書に「本庄人物事典」
　　　「本庄のむかし」「本庄のむかし　こぼれ話」など。
●定員　60名（当日先着順）
企画展　『中山道と本庄宿』～絵図から見る今と昔～
　図書館で所蔵している中山道に関連する資料を常
設展示します。普段、なかなか目にすることのない
中山道の絵図等も展示していますので、みなさんの
ご来館をお待ちしております。
●日程　11月14日㈫～24日㈮

　あなたの撮った笑顔の写真が、新年を飾る「広報
ほんじょう」１月号の表紙になります。みなさんの
笑顔の写真で広報の表紙を埋め尽くしませんか。
　たくさんのご応募お待ちしています。
●写真テーマ　『笑顔』（平成29年に撮影）
●応募条件
　被写体が市内在住者（年齢制限はありません）
●応募期間　12月８日㈮まで（必着）
●応募方法
　被写体の氏名、住所、応募者の氏名、住所、連絡
　先を明記のうえメール、郵送又は直接秘書広報課へ
　　info@city.honjo.lg.jp（件名に「笑顔の写真」と明記）
　郵送　〒367-8501　本庄市本庄3-5-3
　　　　本庄市役所秘書広報課広報広聴係

　競進社に関することや周辺の各種史跡、歴史的建
造物などについて学習する講座を開催します。
　解説ボランティアを目指す人だけでなく、講義を
受けてみたい人、見学をしてみたい人も受け付けま
す。興味のある人は、ぜひ、お申し込みください。
※この講座は、市から「NPO法人ネットワークひが
しこだいら」に運営委託し開催します。

　９月30日に任期満了となりました人権擁護委員につい
て、桂田 晴美 氏、福島 愼治 氏が再任として、内海 真
理子 氏、赤沼 博美 氏、岩崎 勇 氏、駒澤 三郎 氏が新
任として、10月１日付で法務大臣から人権擁護委員に委
嘱されました。

日　時 会場・集合時間 内　容 講　師

1
12月10日㈰
午前10時～
11時30分

児玉白楊高校
同窓会館
午前10時

講義
競進社模範蚕室と児玉白楊高等学校競進社記念館
の概要について

児玉白楊高等学校教諭
中嶋　信彰　先生

2
１月21日㈰
午前９時～
午後４時45分

アスピアこだま
午前９時
本庄市役所
午前９時30分

バスツアーと講義
見学先：蚕蛹の碑、旧本庄商業銀行煉瓦倉庫、
　　　　片倉シルク記念館、曹源寺など
講義（車内）：製糸産業の近代化遺産を訪ねる

絹産業遺産群
世界遺産伝道師協会
今井　玲子　先生

3
２月４日㈰
午前９時～
11時30分

アスピアこだま
午前９時

まち歩きと文化財巡り「児玉町文化財巡り」
見学先：玉蓮寺、児玉町旧配水塔、塙保己一記念館
講義：競進社模範蚕室についてのガイド研修

県文化財保護協会理事
根岸　久　先生

4
３月４日㈰
午前９時30分～
11時30分

観光農業センター
午前９時30分

高窓の里巡りと講義
見学先：高窓農家の内部見学、石神神社のケヤキと杉、
　　　　ほてい堂、百体観音堂、小平獅子舞など
講義：本庄市児玉町地域の観光と小平獅子舞について

本庄市観光協会副会長
根岸　久　先生
立花　勲　先生

●注意点
▷応募いただいた写真は返却いたしません。
▷被写体の人の了解を得てご応募ください。
▷１枚につき被写体は１人でお願いします。
▷特殊効果や文字の挿入など、画像加工した作品は
　掲載できません。
▷写真はアップで縦で撮影してください。
▷掲載時の大きさや位置などは選べません。
▷掲載に不適切であると思われ
　る写真に関しては、掲載しな
　い場合があります。
▷応募者多数の場合は、抽選に
　なります。また、表紙以外の
　掲載になる可能性があります。

●対象　市内在住・在勤・在学者
●定員　25名（先着順）
●費用　無料（但し、２回目の昼食代と入館料は実
　　　費負担となります）
●申込　11月10日㈮～20日㈪の午前９時～午後５時
　　　（木曜日を除く）に、電話又は直接本庄市観光
　　　農業センターへ
※1回のみの参加も可能です（全回参加者優先）。

　人権擁護委員は、人権擁護法に基づいて、人権相談を
受けたり人権の考えを広める活動をしている民間ボラン
ティアです。
　人権擁護委員制度は、さまざまな分野の人たちが人権
思想を広め、地域の中で人権が侵害されないよう配慮し
ていくことが望ましいという考えから設けられたもの
で、諸外国に例を見ない制度として発足しました。
　人権擁護委員は無報酬ですが、現在全国で14,000人が
法務大臣から委嘱されています。

法務省ホームページより

※当日、本庄地域では、午前７時にサイレンが鳴
ります。火災とお間違えないようご注意ください。

イベント 募　集

募　集お知らせ

▶中山道最大の宿「本庄宿」 ▶たくさんの笑顔で新年を迎えませんか

▶地域の魅力を多くの人へ▶６名の方に委嘱

人権擁護委員とは

★図書館☎�３７４６ ★秘書広報課☎�１１５５

★本庄市観光農業センター☎�６７４２★市民活動推進課☎�１１１８

文芸講演会＆企画展
『中山道本庄宿』を開催

桂田	晴美	氏
（栗崎）

内海	真理子	氏
（下野堂）

岩崎　勇	氏
（児玉町元田）

福島	愼治	氏
（児玉町金屋）

写真例

赤沼	博美	氏
（日の出）

駒澤	三郎	氏
（児玉町秋山）


